
議  案　第 ２１ 号

市町村の慣行の取扱いに関することについて、次のとおり提案する。

平成１５年５月２７日　提出

津山地域合併協議会

会  長　  中  尾  嘉  伸

市町村の慣行の取扱いに関すること

①　市町村章については、津山市の徽章をもって新市の徽章とする。
②　市町村民憲章については、津山市の市民憲章をもって新市の市民憲章とする。
③　花・木については、津山市の花・木をもって新市の花・木とする。町村の花・木・鳥の取扱い
　については、新市が継承又は地区の「推奨花・木・鳥」として象徴化する措置を検討する。
④　宣言については、津山市の宣言をもって新市の宣言とする。



津山地域合併協議会の調整内容（案）

昭和31年8月11日制
定
　久米町の「久」
を円形にして＜町
民の和＞と「米」
を「芽」になぞら
えてΛとし、＜
生々発展＞を象徴
する。

昭和33年11月制定
　SHOBOKUの頭文字
のSを外円にして、
飛躍的な北を配し
たもので「円満、
調和、飛躍、発
展」を象徴し、静
と動とを兼ね備え
たもの。

調整内容中央町 久米町

　市町村章につい
ては、津山市の徽
章をもって新市の
徽章とする。

昭和43年6月制定
　中央の文字を図
案化したもので、
融和を表するのに
円を以って丸くお
さめ、中心を太い
柱として底辺を力
強く根を張らして
内容の確かさ（財
政の健全）を意図
し、鋭い矢で将来
の発展を表してい
る。

項目 勝北町

昭和7年3月4日制定
　旧津山藩の槍印
で、参勤交代に親
藩松平家の威勢を
示したもの。
俗に剣大という。

昭和32年12月9日制
定
　加茂の「か」を
図案化して、融和
と伸展の象徴を表
現したもの。

昭和47年11月15日
制定
　阿波村の「あ」
を図案化し、村内8
地区と周囲を囲む
山をイメージした
もの。

津山市 加茂町 阿波村

①市町村章

２０

企画部会

平成　年　月　日

担当部会

調整方針確認日

①　市町村章については、津山市の徽章をもって新市の徽章とする。
②　市町村民憲章については、津山市の市民憲章をもって新市の市民憲章とする。
③　花・木については、津山市の花・木をもって新市の花・木とする。町村の花・
　木・鳥の取扱いについては、新市が継承又は地区の「推奨花・木・鳥」として
　象徴化する措置を検討する。
④　宣言については、津山市の宣言をもって新市の宣言とする。

市町村の慣行の取扱いに関すること

【市町村の現況】

協議項目Ｎｏ．

調整方針

協議事項



津山地域合併協議会の調整内容（案）

昭和50年5月制定 昭和50年10月4日
制定昭和49年12月制定

２０

津山市 加茂町 阿波村 勝北町 中央町 久米町 調整内容

協議事項 市町村の慣行の取扱いに関すること 協議項目Ｎｏ．

【市町村の現況】

項目

　
　わたくしたちは，長
い歴史と伝統をもち，
豊かな自然にめぐまれ
た津山の市民です。わ
たくしたちは，愛する
津山を明るい豊かな住
みよいまちにするため
に，みんなで話しあ
い，たがいに励ましあ
い，手をとりあつて進
みます。

１　まちをきれいに
　し，緑あふれる清潔
　な環境をととのえま
　しょう。
２　からだをきたえ，
　元気で働き，明るい
　家庭をきずきましょ
　う。
３　伝統を生かし，創
　造性をつちかい，文
　化の向上につとめま
　しょう。
４　こどもを愛し，青
　少年の夢と希望をは
　ぐくみ，豊かな未来
　をひらきましょう。
５　すすんできまりを
　守り，みんなのしあ
　わせを願う広い心を
　育てましょう。

　
　わたくしたちは、き
れいな水と緑を誇り、
文化を創造する加茂町
民です。未来に大きな
夢と希望をいだき、力
をあわせて、豊かな町
づくりにつとめます。

１　自然をまもり、清
　潔な環境をととのえ
　ましょう。
１　互いに助け合い、
　住み良い社会をつく
　りましょう。
１　からだをきたえ、
　幸せな家庭をきずき
　ましょう。
１　仕事にはげみ、豊
　かな暮らしをめざし
　ましょう。
１　教養をたかめ、明
　るい未来をひらきま
　しょう。

　わたくしたちは　長
い歴史と伝統をもち
美しい自然に恵まれた
阿波村民です
　この誇りをもち　村
民憲章のもとに　住み
よい村づくりをすすめ
ます

１　恵まれた自然を活
　かし　より美しい環
　境を作りましょう
１　すすんできまりを
　守り　助けあいすべ
　てに感謝する広い心
　をもちましょう
１　お互いの人格を尊
　重し　青少年に希望
　を　老人には安らぎ
　のあるあたたかい村
　をつくりましょう
１　教養を高め　あす
　を築く文化の向上に
　つとめましょう
１　勤労を尊び　健康
　で明るい家庭をつく
　りましょう

②憲章

昭和46年8月26日
制定

昭和55年1月23日
制定

昭和52年11月23日
制定

　わたくしたちは、美
しい自然と伝統に恵ま
れた勝北町民であるこ
とにほこりと責任を感
じ、町民憲章のもとに
力をあわせて、豊かで
明るい町づくりをめざ
します

１　自然を愛し環境を
　ととのえ、美しい住
　みよい町をつくりま
　しょう
１　お互いの人格を尊
　重し、青少年には
　夢、老人には安らぎ
　のあるあたたかい町
　づくりをしましょう
１　教養をたかめよい
　風習を育て、創造性
　をつちかい文化かお
　る町をつくりましょ
　う
１　きまりを守り、公
　共物を大切にして、
　秩序のある町をつく
　りましょう
１　健康で働くことに
　よろこびをもち、明
　るい家庭豊かな町を
　つくりましょう

　わたくしたちは久米
郡の中心にあって、美
しい自然と伝統に恵ま
れた愛するこの中央町
を住みよい町するため
にみんなで話しあい仲
良く力をあわせて務め
ます

１　環境を大切にし緑
　あふれる清潔な美し
　い町をつくりましょ
　う
１　健康でよく働き明
　るい家庭と豊かな町
　をつくりましょう
１　青少年には夢、老
　人には安らぎのある
　あたたかい町をつく
　りましょう
１　お互いの人格を尊
　重し、きまりを守
　り、秩序のある町を
　つくりましょう
１　教養を高め、創造
　性をつちかい、かお
　り高い文化の町をつ
　くりましょう

　（趣旨）私たちは、
古い文化の花かおる久
米町民であることを自
覚し、町民憲章を日常
の支えとし、住みよい
明るい町をつくりま
しょう。

１　健康で仕事に励
　み、明るい豊かな町
　をつくりましょう。
１　人を愛し、きまり
　を守り、平和な町を
　つくりましょう。
１　教養を高め、未来
　を拓き、文化の花か
　おる住みよい町をつ
　くりましょう。
１　老人を敬い、青少
　年の夢を大きく育
　み、生き甲斐のある
　町をつくりましょ
　う。
１　自然を愛し、環境
　を整え清潔で美しい
　町をつくりましょ
　う。

　市町村民憲章に
ついては、津山市
の市民憲章をもっ
て新市の市民憲章
とする。



津山地域合併協議会の調整内容（案）

③花・木・鳥

花：さつき、
　　さくら
木：くすの木
鳥：無

花：サツキ
木：ヒノキ
鳥：ウグイス

花：こぶし
木：すぎ
鳥：うぐいす

花：サツキ
木：ケヤキ
鳥：ウグイス

花：菊
木：ひのき
鳥：無

花：菊
木：梅
鳥：無

　花・木について
は、津山市の花・
木をもって新市の
花・木とする。町
村の花・木・鳥の
取扱いについて
は、新市が継承又
は地区の「推奨
花・木・鳥」とし
て象徴化する措置
を検討する。

項目 津山市 加茂町 阿波村

２０

勝北町 中央町 久米町 調整内容

【市町村の現況】

協議事項 市町村の慣行の取扱いに関すること 協議項目Ｎｏ．



津山地域合併協議会の調整内容（案）

調整内容加茂町 阿波村 勝北町 中央町

　宣言について
は、津山市の宣言
をもって新市の宣
言とする。

・「シートベルト
着用１００パーセ
ントの町」宣言

・人権擁護モデル
町宣言

・美しい環境中央
町宣言

・米の輸入自由化
反対宣言

・覚せい剤追放宣
言

・敬老自治体宣言

・非核・平和中央
町宣言

・青少年健全育成
町宣言
・「人権尊重の
町」宣言

・ゆとり宣言
・「シートベルト
着用１００パーセ
ントの町」宣言

・暴力追放宣言

・敬老自治体宣言
・暴力団追放宣言

・環境宣言

・モラル都市宣言

・暴力追放宣言

・極左暴力行為拒
否追放
・覚せい剤追放宣
言
・暴力追放宣言

・モラル村宣言

・非核兵器・平和
町宣言

・青少年健全育成
町宣言
・人権尊重の町宣
言

・ゆとり宣言
・「シートベルト
着用推進の町」宣
言

・飲酒運転絶滅宣
言

・モラルの町宣言

・覚せい剤追放宣
言

・「シートベルト
着用推進の町」宣
言

・スポーツ振興の
町「加茂宣言」

・人権尊重の町宣
言

④宣言

・ゆとり宣言

・交通安全都市宣
言

・スポーツ振興都
市宣言
・青少年健全育成
都市宣言
・人権尊重都市宣
言
・非核兵器平和都
市宣言

・世界連邦平和都
市宣言

項目 津山市 久米町

・世界連邦平和都
市宣言
・安全都市宣言

・非核・平和の町
宣言

２０協議事項 市町村の慣行の取扱いに関すること 協議項目Ｎｏ．

【市町村の現況】


